
第

二

千

五

百

五

十

六

号

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
九
三
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
九
三

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
公
聴
会
の
開
催

(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会)

三
九
四

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

三
九
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(
同

)

三
九
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(
商
業
・
金
融
課)

三
九
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

三
九
七

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

三
九
七

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
三
九
七

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

同

)
三
九
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

三
九
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

三
九
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

四
〇
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
荘
川
町
三
尾
河
字
ス
ゲ
畑
四
五
〇
の
二
、
四
五
〇
の
三
、
四
五
〇
の
七
、
四
五
二
の
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
四
五
二
の
四
、
四
五
三
の
一
〇
、
字
カ
リ
コ
谷
五
三
八
の
四
、

清
見
町
上
小
鳥
字
池
ノ
島
九
二
一
の
五
、
九
二
二
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日



県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

美

濃
線

路
線
名

岐
阜
市
大
字
長
良
古
津
字
小

島
山
九
一
九
番
四
地
先
か
ら

同

市
大
字
同

字
同

九
一
九
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜���･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

岐
阜
県
知
事
に
漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
意
見
を
述

べ
る
に
当
た
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
害
関
係
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、
次
の
と
お

り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

太

田

嘉

俊

一

開
催
日
時

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日(

火)

午
後
一
時
か
ら

二

開
催
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
一
丁
目
一
一
番
一
二
号

岐
阜
県
水
産
会
館

第
三
会
議
室

三

議
題

区
画
漁
業
の
漁
場
計
画
の
変
更
に
つ
い
て(

内
区
二
十
六
第
七
号)

四

そ
の
他

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
発
言
内
容
の

趣
旨
等
を
書
面
で
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
に
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐

阜
県
農
政
部
農
政
課
水
産
振
興
室
内
の
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
活
エ
ネ
ル
ギ
ー
ア
カ
デ
ミ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

山
崎

昌
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
漆
垣
内
町
三
一
八
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
の
市
民
に
対
し
て

１
、
２
２
世
紀
の
若
者
に
つ
な
ぐ
社
会
経
済
生
活
の
姿
勢
を
示
す

使
命
を
も
っ
て
、
活
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
可
能
性
を
学
習
・
実
践
す

る
。
な
お
、
活
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
省
エ
ネ
、
創
エ
ネ
、
蓄
エ
ネ
、

ム
ダ
と
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
知
識
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用

術
を
総
称
す
る
。

２
、
大
自
然
の
摂
理
と
科
学
技
術
の
調
和
を
め
ざ
し
、
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
利
用
し
た
発
電
、
里
山
人
の
手
に
よ
る
間
伐
材
・
残

材
活
用
に
よ
っ
て
森
を
守
る
、
な
ど
化
石
燃
料
に
代
わ
る
活
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
発
展
に
貢
献
す
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る
。

３
、
際
限
な
く
増
長
す
る
経
済
生
活
の
課
題
か
ら
市
民
生
活
を
守

る
為
に
、
地
域
通
貨
導
入
を
研
究
、
実
践
す
る
。

等
の
事
業
を
行
い
、
心
の
通
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
じ
め
エ
ネ
ル

ギ
ー
自
給
自
足
可
能
な
、
永
続
す
る
社
会
生
活
の
実
現
を
め
ざ
し

２
２
世
紀
へ
の
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
を
も
つ
子
供
の
家
族
会

三

代

表

者

の

氏

名

日
比

ゆ
か
り

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
則
武
西
一
丁
目
一
七
番
一
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
自
立
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
に
対
し
て
障

害
者
基
本
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
他
障
害
者
及
び
障
害
児

の
福
祉
に
関
す
る
法
律
と
相
ま
っ
て
、
公
的
扶
助
の
受
給
申
請
等

の
助
言
、
介
護
施
設
等
の
斡
旋
、
就
労
支
援
の
事
務
処
理
の
委
託

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
的
弱
者
の
人
権
擁
護
を
図
る
と
と

も
に
、
健
康
で
文
化
的
、
快
適
な
生
活
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
わ
や
か
飛
騨

三

代

表

者

の

氏

名

打
江

進

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
八
軒
町
三
丁
目
五
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
困
っ
た
と
き
に
互
い
に
助
け
合
い
飛
騨
地
域
の

高
齢
者
等
を
対
象
に
、
豊
か
で
住
み
よ
く
す
る
為
の
民
間
非
営
利

の
福
祉
活
動
を
行
い
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
や
、
公
の

施
設
設
備
を
受
託
維
持
・
管
理
・
運
営
し
、
地
域
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
、
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｂ
ｅ
ｅ.

フ
レ
ン
ズ

三

代

表

者

の

氏

名

竹
内

育
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
那
加
桜
町
三
丁
目
二
三
六

メ
ゾ
ン
・
ド
Ｒ

一
〇
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
に
対
し
て
、
地
域
生
活
支
援
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
家
庭
以
外
の
居
場
所
作
り
を
通
じ
て
、
障
が
い

者
の
自
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
茶
花

三

代

表

者

の

氏

名

小
林

直
登

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
本
巣
市
下
真
桑
三
三
三
番
地
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
様
々
な
困
難

に
直
面
し
た
者
に
対
し
て
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
障
が
い
者
支
援
・
生
活
支
援
・
育
児
支
援
の
三
つ
の
テ
ー

マ
を
元
に
困
難
に
打
ち
勝
つ
為
総
合
的
な
支
援
活
動
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

可
児
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル

可
児
市
今
渡
字
池
下
一
一
七
八
番
三

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
二

項
に
よ
る
届
出
と
み
な
し
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
飛�
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
萬
宝

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

Ｂ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｓ

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ｅ
Ｔ

高
山
市
岡
本
町
一
丁
目
一
〇
一

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(
変
更
前)

建
物
北
東
側

一
五
台

(
変
更
後)

建
物
北
西
側

一
六
台

大
規
模
小
売
店
舗
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

(

変
更
前)
六
八
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)
八
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
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(

変
更
前)

三
六
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル

(
変
更
後)

六
四
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)
午
前
一
〇
時
〜
午
後
九
時

(

変
更
後)
午
前
九
時
〜
午
後
九
時

一
部
テ
ナ
ン
ト
は
午
前
零
時
〜
翌
午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分

一
部
駐
車
場
は
午
前
零
時
〜
翌
午
前
零
時

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位
置

(

変
更
前)

駐
車
場
一

敷
地
東
側
出
入
口

(

変
更
後)

駐
車
場
一

敷
地
北
側
出
入
口

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

荷
さ
ば
き
施
設
一

午
前
六
時
〜
午
後
九
時

荷
さ
ば
き
施
設
二

午
前
六
時
〜
午
後
九
時

(

変
更
後)

荷
さ
ば
き
施
設
一

午
前
六
時
〜
午
後
一
〇
時

荷
さ
ば
き
施
設
二

午
前
零
時
〜
翌
午
前
零
時

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
省
東
海
防
衛
支
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

防
衛
省
東
海
防
衛
支
局

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

用
地
実
測
図
作
成
及
び
基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
七
日
か
ら

同

年
九
月
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

各
務
原
市
那
加
楠
町
、
那
加
大
東
町
及
び
鵜
沼
三
ツ
池
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
図
化
、
修
正
数
値
図
化)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
か
ら

同

二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
市

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更
後

の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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羽
島
用
水
土
地
改
良
区

施

行

者

名

垂
井
町
土
地
改
良

区 施

行

者

名

垂
井
町
土
地
改
良
地

区 施
行
に
係
る
地
区
名

羽

島

用

水

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

垂
井
町
役
場

関
ケ
原
町
役
場

縦

覧

場

所

平
成
二
六
・

六
・
二
〇
か
ら

同

二
六
・

七
・
一
八
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
六
・

六
・
一
二

認

可

年

月

日

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第

四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

金
谷
井
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

藤

井

光

雄

岐
阜
市
上
西
郷
四
丁
目

五
四
番
地

同

早

川

博

岐
阜
市
上
西
郷

八
〇
九
番
地
一

同

村

瀬

隆

司

岐
阜
市
中
西
郷

九
七
番
地
一

同

竹

内

哲

美

岐
阜
市
中
西
郷
七
丁
目

五
九
番
地

同�
橋

昇

岐
阜
市
中
西
郷

四
一
四
番
地

同

福

地

亨

岐
阜
市
下
西
郷

七
六
五
番
地
一

同

福

地

高

昌

岐
阜
市
下
西
郷
三
丁
目

一
二
六
番
地

監
事�
田

敏

之

岐
阜
市
上
西
郷

四
二
〇
番
地
一

同

青

木

俊

治

岐
阜
市
中
西
郷
六
丁
目

一
〇
二
番
地

同

川

島

武

夫

岐
阜
市
下
西
郷

一
九
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

金
谷
井
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

藤

井

光

雄

岐
阜
市
上
西
郷
四
丁
目

五
四
番
地

同

春
日
井

久

司

岐
阜
市
上
西
郷

四
一
九
番
地

同

神

山

正

昭

岐
阜
市
中
西
郷
六
丁
目

一
〇
七
番
地

同

西

垣

一

男

岐
阜
市
中
西
郷
四
丁
目

一
二
六
番
地

同�
橋

昇

岐
阜
市
中
西
郷

四
一
四
番
地

同

黒

田

秀

昭

岐
阜
市
下
西
郷

八
一
二
番
地
二

同

川

島

幸
美
津

同

一
九
一
番
地

監
事

福

地

正

二

岐
阜
市
下
西
郷
五
丁
目

四
〇
番
地
一

同

青

木

建

夫

岐
阜
市
中
西
郷
七
丁
目

一
四
八
番
地

同

棚

橋

真

次

岐
阜
市
上
西
郷
一
丁
目

一
六
一
番
地
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

山
県
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

深

尾�
昌

岐
阜
市
太
郎
丸
北
郷

二
六
九
番
地

同

清

水

健

吉

岐
阜
市
向
加
野
二
丁
目

一
七
番
三
二
号

同

太

田

滋

岐
阜
市
三
輪

七
九
一
番
地

同

後

藤

上

岐
阜
市
茂
地

一
四
八
番
地
一

同

九

野

助
太
郎

岐
阜
市
北
野
東

五
二
五
番
地

同

山

口

敏

明

岐
阜
市
山
県
北
野

一
〇
六
三
番
地
四

同�
岡

敏

岐
阜
市
山
県
岩

七
三
〇
番
地

同

北

村

芳

郎

岐
阜
市
世
保
東

二
七
番
地

同

小

澤

治

岐
阜
市
溝
口
上

九
三
番
地

同

山

口

勇

岐
阜
市
北
野
東

六
六
二
番
地

同

渡

邉�
岐
阜
市
太
郎
丸
新
屋
敷

一
八
七
番
地
一

同

仁

科

勝

彦

岐
阜
市
石
原
一
丁
目

二
七
五
番
地

同

窪

田

博

岐
阜
市
福
富
出
口

三
三
番
地

同

大

野

進

岐
阜
市
福
富

六
四
八
番
地

監
事

松

田

孝

弘

岐
阜
市
中
屋
東

三
七
番
地
一

同

堀

野

清

岐
阜
市
門
屋
溝
上

一
六
番
地

同

鷲

見

芳

和

岐
阜
市
岩
井
三
丁
目

六
番
一
六
号

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

山
県
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

深

尾�
昌

岐
阜
市
太
郎
丸
北
郷

二
六
九
番
地

同

清

水

健

吉

岐
阜
市
向
加
野
二
丁
目

一
七
番
三
二
号

同

太

田

滋

岐
阜
市
三
輪

七
九
一
番
地

同

後

藤

上

岐
阜
市
茂
地

一
四
八
番
地
一

同

小

澤

治

岐
阜
市
溝
口
上

九
三
番
地

同

仁

科

勝

彦

岐
阜
市
石
原
一
丁
目

二
七
五
番
地

同

大

野

進

岐
阜
市
福
富

六
四
八
番
地

同

笠

井

宣

夫

岐
阜
市
北
野
西

三
二
番
地
一

同

大

野

千

秋

岐
阜
市
山
県
岩

七
八
五
番
地

同

近

松

秀

計

岐
阜
市
山
県
北
野

六
八
五
番
地

同

大

野

雅

史

岐
阜
市
森
西

七
六
番
地

同

藤

吉

錦

司

岐
阜
市
太
郎
丸
中
島

二
〇
番
地

同

島

邉

一

義

岐
阜
市
福
富
天
神
前

一
八
四
番
地

同

吉

田

由

三

岐
阜
市
北
野
東

三
六
四
番
地

監
事

松

田

孝

弘

岐
阜
市
中
屋
東

三
七
番
地
一

同

鷲

見

芳

和

岐
阜
市
岩
井
三
丁
目

六
番
一
六
号

同

藤

吉�
岐
阜
市
門
屋

二
六
九
番
地
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
郡
井
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

細

野

幸

雄

揖
斐
川
町
上
ミ
野

三
二
七
番
地

平成26年６月20日 岐 阜 県 公 報 第２５５６号( 399 )



７ ６ ５ ４ ３ ２ １

製
造
物
品
の
名
称

女
性
警
察
官
夏
服
半
袖

女
性
警
察
官
夏
服
長
袖

男
性
警
察
官
夏
服
ズ
ボ
ン

男
性
警
察
官
夏
服
半
袖

男
性
警
察
官
夏
服
長
袖

男
性
警
察
官
合
活
動
服

男
性
警
察
官
冬
活
動
服

120着

140着

2,630着

2,150着

760着

600着

630着

予
定
数
量

8,262.00

8,586.00

7,754.40

8,186.40

8,434.80

20,088.00

20,919.60

落
札
単
価

岐
阜
市
長
住
町
五
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
長
住
町
五
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
敷
島
町
五
丁
目
２
番
地
の
８

丸
長
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
井
谷
正
彦

岐
阜
市
長
住
町
五
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

大
垣
市
日
の
出
町
一
丁
目
５
番
地

株
式
会
社
日
の
丸
繊
維

代
表
取
締
役
国
枝
弘
彦

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

落
札
者
を
決
定
し
た
日

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
製
造
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
別
表
の
と
お
り

別
表

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
別
表
の
と
お
り

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
26年
３
月
12日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
別
表
の
と
お
り

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
別
表
の
と
お
り

６
落
札
単
価
別
表
の
と
お
り

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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18 17 16 15 14 13 12 11 10 ９ ８

男
性
警
察
官
雨
衣

女
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅱ
種
)

男
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅱ
種
)

女
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅰ
種
)

男
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅰ
種
)

女
性
警
察
官
合
ネ
ク
タ
イ

男
性
警
察
官
合
ネ
ク
タ
イ

女
性
警
察
官
冬
ネ
ク
タ
イ

男
性
警
察
官
冬
ネ
ク
タ
イ

女
性
警
察
官
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

男
性
警
察
官
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

630着

40着

1,070着

50着

520着

60本

110本

60本

110本

270着

3,030着

18,846.00

19,386.00

19,170.00

20,034.00

19,818.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

7,732.80

7,549.20

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
茜
部
中
島
二
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

岐
阜
市
茜
部
中
島
二
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

岐
阜
市
茜
部
中
島
二
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

岐
阜
市
茜
部
中
島
二
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

大
垣
市
鶴
見
町
上
渡
瀬
641番

地
２

株
式
会
社
ヤ
ナ
ゲ
ン
外
商
部

部
長
傍
島
良
次

大
垣
市
鶴
見
町
上
渡
瀬
641番

地
２

株
式
会
社
ヤ
ナ
ゲ
ン
外
商
部

部
長
傍
島
良
次

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日
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21 20 19

夏
期
用
防
炎
被
服

警
察
官
特
殊
被
服

女
性
警
察
官
雨
衣

150着

150着

50着

14,979.60

9,590.40

19,062.00

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日

平
成
26年
４
月
24日
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平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


